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会議の名称 
〔番号〕 

３－２０ 
令和６年度 第１回墨田区明るい選挙推進協議会 

開 催 日 時 令和６年５月２３日（木） 午前 10時 28分から午前 11時 15分まで 

開 催 場 所  区役所１２３会議室 

出 席 者 数  １８人 

会議の公開 

〔傍聴〕 

  

公開（傍聴できる） 

 

 部分公開（部分傍聴できる） 

 

 非公開（傍聴できない） 

 

傍 聴 者 数    ０ 人 

議   題 

１ 会長及び副会長の選出について 

２ 東京都知事選挙における啓発活動計画（案）について 

３ 「すみだまつり」における啓発活動について 

４ 明るい選挙啓発ポスターコンクールについて 

５ その他 

 

配 付 資 料 

 

１ 墨田区明るい選挙推進協議会委員名簿              資料１ 

２ 墨田区明るい選挙推進協議会規約                資料２ 

３ 東京都知事選挙啓発活動計画                  資料３ 

４ 令和６年度「すみだまつり」啓発活動計画（案）         資料４ 

５ 令和６年度明るい選挙啓発ポスター作品募集要項         資料５ 
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〔前会長〕開会あいさつ。 

     規約第６条第３項により、新会長が選出されるまで司会を進行する。 

      まず始めに各委員を事務局から紹介する。 

 〔事務局〕出席者（１号～４号委員）を紹介。 

 

１．会長及び副会長の選出について  

〔前会長〕規約第６条第２項により、会長を委員の互選により選出する。 

     なお、私は推進委員を退いたため、選出の対象ではない。 

〔Ｃ委員〕Ｄ委員を提案する。 

〔前会長〕Ｄ委員、いかがか。 

〔Ｄ委員〕了承した。 

〔前会長〕それでは、新会長はＤ委員にお願いする。 

     Ｄ委員には会長席に移動いただく。 

     退任あいさつ。 



 

 

 

     今後の進行は会長にお願いする。 

〔会 長〕会長就任あいさつ。 

     続いて副会長の選出については、Ｅ委員にお願いしたい。 

〔Ｅ委員〕了承した。 

〔会 長〕それでは、新副会長はＥ委員にお願いする。 

     Ｅ委員には副会長席に移動いただく。 

〔副会長〕副会長就任あいさつ。 

〔会 長〕次に議題２について事務局から説明をお願いする。 

 

２．東京都知事選挙における啓発活動計画（案）について 

〔主 査〕資料３について説明。 

     区広報紙には３回の掲載を予定している。区公式ホームページに選挙の特

設サイトを開設するとともに区公式 X（旧ツイッター）・フェイスブック等

でも発信を行う。 

     明るい選挙推進委員へ選挙啓発ポスター・のぼり旗を送る。選挙期日等の

周知を図るためにご活用いただきたい。 

     街頭啓発に関しては、道路使用許可等の準備の関係上、各ブロックの事務

局担当者と協議の上、５月３０日（木）迄に場所、日程を決定いただきた

い。 

     啓発資材の配布については、東京都選挙管理委員会事務局がポケットティ

ッシュを作成、区では紙風船とうちわを作成し、街頭啓発等での活用を予

定している。 

     新型コロナウイルス感染症蔓延前、墨田区で行われた選挙で言うと令和元

年の参議院議員選挙までは街頭啓発の際に高等学校へ参加依頼を行い、高

校生と明るい選挙推進委員で街頭啓発活動をしていた。 

     昨年５月に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が５類に変更さ

れて以降、墨田区で行われる初めての選挙のため、今回の選挙から高等学

校への街頭啓発の参加依頼を再開したい。本件についてご協議いただきた

い。 

〔会 長〕この件に関して何か意見、質問あるか。 

〔Ｂ委員〕学校には事務局から交渉するのか。 

〔主 査〕各ブロックで日時を決定し、事務局担当者から学校宛てに協力依頼をする。 

〔Ｇ委員〕７ブロックは２箇所で街頭啓発をしているが、２箇所とも学校へ協力依頼

をするのか。 

〔主 査〕どのような形で実施するかは担当と調整して決定いただきたい。 

〔会 長〕他に意見、質問はないか。なければ、次に議題３について事務局から説明

をお願いする。 

 

３．「すみだまつり」における啓発活動について 

〔主 査〕資料４について説明。 

〔会 長〕この件に関して何か意見、質問あるか。なければ、次に議題４について事



務局から説明をお願いする。 

 

４．明るい選挙啓発ポスターコンクールについて 

〔主 査〕資料５について説明。 

〔会 長〕この件に関して何か意見、質問はあるか。なければ、次に議題５について

事務局から説明をお願いする。 

 

５．その他 

〔主 査〕訃報について報告する。明るい選挙推進委員 1名が亡くなった。 

     現在明るい選挙推進委員は１４４名。 

     東京都知事選挙期日前投票所及び当日の若年投票立会人の状況について報

告する。期日前投票については事前に応募のあった６０名に通知し、１７

名の方から従事可能と回答があったため、期日前投票については１７名の

方を投票立会人として選任する予定である。投票日当日については、２つ

の投票所の投票管理者からご推薦をいただき、２名の方を選任する予定で

ある。 

〔会 長〕この件に関して何か意見、質問あるか。 

〔Ｊ委員〕期日前投票の若年投票立会人について、６０名へ通知出して１７名従事可

能と回答いただいたということだが、詳しく教えてほしい。 

〔主 査〕６０名というのは、過去に投票立会人をやりたいと応募いただいた方の数

である。東京都知事選挙執行にあたり、投票立会人募集の通知をしたとこ

ろ、従事可能と回答をいただいた方が１７名であり、それ以外は従事がで

きないと回答、もしくは、返事がない方である。 

〔会 長〕他に意見、質問はあるか。なければ、令和６年度体制にあたり、各委員か

ら御挨拶いただきたい。 

〔各委員〕あいさつ。 

〔Ｂ委員〕街頭啓発活動を高校生と一緒に行うということだが、どのようなかたちで

行うのか。 

〔主 査〕事前に事務局の担当者と決めた街頭啓発の日時を学校に通知をする。参加

できる生徒は当日来ていただき、明るい選挙推進委員と一緒に啓発活動を

行ってもらう。 

〔Ｃ委員〕すみだまつりで塗り絵の配布はあるか。前回人気があり、子どもたちがた

くさん持ち帰った。 

〔主 査〕今年も用意する予定である。 

〔Ｍ委員〕明るい選挙推進委員が１４４名と説明があったが、本日議題にあったよう

に様々な啓発活動がある。人数的な問題はあるか。 

〔主 査〕基本的には各町会から１名、明るい選挙推進委員として推薦いただいてい

る。現在１７０の町会・自治会あるが、推薦をいただけない町会もある。

全町会・自治会宛てに送付している推進委員報「こえ」の記事には、明る

い選挙推進委員の推薦依頼文を記載し、年度途中での推薦も受け付けてい

る。 



 

〔会 長〕ほかに何か意見はあるか。なければ、副会長より閉会の挨拶を行う。 

〔副会長〕閉会あいさつ 

所 管 課 墨田区選挙管理委員会事務局 （内線５２０３） 


